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提案理由 

 八千代市総合グラウンドについて，指定管理者による管理をすることができ

ない場合に，市長が直接これを行うことができるよう，条例を改正する。 

 これが，本案を提出する理由である。 

 

 



八千代市総合グラウンドの設置及び管理に関する条例の一部を改正する

条例 

八千代市総合グラウンドの設置及び管理に関する条例（平成２５年八千代市

条例第２２号）の一部を次のように改正する。 

 第２１条を第２２条とし，第２０条の次に次の１条を加える。 

 （市長による管理） 

第２１条 市長は，指定管理者の指定を受けるものがないとき，指定管理者を

指定することができないとき，又は地方自治法第２４４条の２第１１項の規

定により指定管理者の指定を取り消し，若しくは期間を定めて管理の業務の

全部若しくは一部の停止を命じたときは，第５条の規定にかかわらず，指定

管理者を指定し，又は当該停止の期間が終了するまでの間，臨時に総合グラ

ウンドの管理の業務の全部又は一部を行うものとする。 

２ 前項の場合における第１０条ただし書及び第１１条ただし書の規定の適用

については，これらの規定中「指定管理者は，必要があると認めるときは，

市長の承認を得て」とあるのは「市長が特に必要があると認めるときは」と

する。 

３ 第１項の場合（業務の一部の停止を命じたことによる場合にあっては，当

該停止を命じた業務に施設の利用の許可が含まれるときに限る。）における

第１２条から第１４条までの規定の適用については，これらの規定中「指定

管理者」とあるのは「市長」と，第１２条第１項中「ならない」とあるのは

「ならない。ただし，当該利用について指定管理者の許可を受けている場合

は，この限りでない」とする。 

４ 第１項の規定により市長が管理の業務の全部又は一部を行った後，指定管

理者が当該業務を行うこととなった場合における第１２条第１項の規定の適

用については，同項中「ならない」とあるのは「ならない。ただし，当該利

用について市長の許可を受けている場合は，この限りでない」とする。 

   附 則 

この条例は，平成２６年９月１日から施行する。 

 

http://sprb.legal-square.com/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView

